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港区平和都市宣言 

 

 かけがえのない美しい地球を守り、世界の恒久平和 

を願う人びとの心は一つであり、いつまでも変わるこ 

とはありません。 

 私たちも真の平和を望みながら、文化や伝統を守り、 

生きがいに満ちたまちづくりに努めています。 

 このふれあいのある郷土、美しい大地をこれから生 

まれ育つこどもたちに伝えることは私たちの務めです。 

 私たちは、我が国が『非核三原則』を堅持すること 

を求めるとともに、ここに広く核兵器の廃絶を訴え、 

心から平和の願いをこめて港区が平和都市であること 

を宣言します。 

 

  昭和６０年８月１５日 

港  区 
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Ⅰ 運用指針の趣旨 
 

１ これまでの経緯 

 区では、 指定管理者制度を平成１ ８ 年４ 月から導入することに伴い、 平成１ ７ 年２ 月に「 指定管

理者制度導入の基本的考え方」 を策定し ました。 また、 平成１ ９ 年１ １ 月には、 導入手続きの明確

化や施設の適切な運営のため「 指定管理者制度に関する基本的考え方」 を策定しまし た。  

 平成１ ８ 年以降、 福祉施設、 児童施設、 駐車場や図書館等、 多く の公の施設において指定管理者

制度を導入し、 開館日や開館時間の拡大、 指定管理者のノ ウハウを生かした事業の充実、 専門性を

有し た職員を配置しての継続的なサービスの提供、 地域との連携による事業の展開など、 区民サー

ビスの向上を着実に図っており 、 施設設置者である区と 行政運営の担い手の一員である指定管理者

が果たすべき責務は、 より 一層重要なものとなっています。  

区は、 こう したことから、 区や指定管理者の責務の明確化、 制度運用における公平性・ 公正性・

透明性や安全・ 安心のさ らなる確保を徹底していく ため、 平成２ ２ 年１ １ 月に「 港区指定管理者制

度運用指針」 を策定し ました。  

 

２ 改正の趣旨 

指定管理者制度が全国的に定着し 、 区においても各施設で２ 回、 ３ 回と 公募選考が行われてきた

中で、 区は、 各施設に係る経費を精査するとと もに、 制度運用についても数度に渡り 見直し を行っ

てきました。 一方で、 事業者は自治体ごと の指定管理者制度の運用状況を注視し、 事業者が自治体

を吟味して応募を検討し ていること 、 また、 事業者の参入や創意工夫を引き出し、 安定的にサービ

スを提供するための仕組みに課題があることなどが明らかになり ました。  

区の指定管理者制度の効果を最大限に発揮し、 質の高いサービスを安定的に提供するためには、

現在、 施設の管理運営を担っている指定管理者をはじ めとし た事業者が、 区をパート ナーと して位

置づけ、 両者のコミ ュニケーショ ンを通じ て、 民間事業者が有する能力や創意工夫を引き出しなが

ら数多く の事業提案につなげていく 必要があり ます。  

そのためには、 他自治体の制度運用状況を注視すると と もに、 施設の管理運営を包括的に委ねる

と いう 指定管理者制度の趣旨に立ち返り 、 区と 指定管理者の関係を業務委託のよう に「 発注者」 と

「 受注者」 と し て捉え、区が一方的に業務内容を提示し、指定管理者を指導・ 助言するのではなく 、

指定管理者を共通の目標の達成を目指す「 パート ナー」 とし て捉え、 連携・ 協働し ながら、 サービ

スの質の向上と 安定的な提供に取り 組むことが重要であることから、 制度運用を見直し、 本指針を

改正します。  

 

Ⅱ 指定管理者制度の概要 
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１ 指定管理者制度とは 

指定管理者制度と は、 公の施設の管理・ 運営を、 地方公共団体が議会の議決を経て指定する「 指

定管理者」 に包括的に委任する制度です（ 地方自治法第２ ４ ４ 条の２ 第３ 項）。それまで地方公共団

体やその出資法人等に限って委託（ 管理委託制度） できることとさ れていまし たが、 平成１ ５ 年６

月の地方自治法改正に伴い、 広く 民間事業者等を含め、 施設の管理運営主体と なることが可能と な

り ました。 平成１ ５ 年９ 月の改正地方自治法施行後３ 年間は、 従来の管理委託制度を適用できる経

過措置が設けられた中で、 区では、 平成１ ８ 年４ 月から制度を導入しています。  

 

２ 指定管理者制度の導入のねらい 

指定管理者制度の目的は、「 多様化する住民ニーズにより 効果的・ 効率的に対応するため、公の施

設の管理に民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向上と 経費の削減等を図ること 」（ 平成１ ５ 年

７ 月１ ７ 日総行行第８ ７ 号総務省通知） と されています。  

指定管理者制度は、 契約内容に沿った業務履行を求める業務委託と は異なり 、 指定管理者に施設

の管理権限を与え、 使用許可権限の付与や利用料金制の採用など、 指定管理者による裁量を広く 認

めています。  

区は、 公の施設の管理・ 運営について、 民間事業者等のノ ウハウやアイデアを活用し た事業の充

実、 専門性を有し た職員を配置し ての継続的なサービスの提供、 社会状況に応じたサービスの迅速

な提供など、 効率的かつ効果的に質の高い区民サービスの提供が可能と なる施設について、 積極的

に指定管理者制度を導入しています。 

 

【参考】各制度の比較 

 管理委託制度 

（旧） 

指定管理者制度 

（現在） 

直営 

（施設の一部業務委託） 

法的性格 
契約 

（ 公法上の契約関係）  

指定 

（ 行政処分）  

契約 

（ 私法上の契約関係）  

受託主体 
地方公共団体の 

出資法人等 

法人その他の団体 

（ 民間事業者）  
限定なし 

施設の管理権限 地方公共団体 指定管理者 地方公共団体 

議会の議決 不要 必要 
不要 

（ 一定の契約金額を 除く ）  

期間 原則単年度ごと 複数年 原則単年度ごと 

利用料金制 導入可 導入可 導入不可 

裁量の範囲 － 比較的広い 比較的狭い 

求める機能 － 効率的かつ効果的な施設管理運営  基準に沿っ た業務の履行 



- 3 - 

Ⅲ 指定管理者制度の導入の手続き 

 

１ 導入手続き 

（１）導入の方向性 

 所管部門は、部内で指定管理者制度導入の是非及び管理・ 運営の内容について十分に検討し、

方向性を示します。  

検討結果をもと に、 港区行政経営推進委員会で以下の基本的事項について審議を行った後、

所管部門において導入に向けた条例改正等の手続きを進めます。  

なお、 既に指定管理者制度を導入し ている施設においても、 指定期間の満了により 今後の管

理運営の方向性を定める際には、 指定管理者制度の導入効果や現在の指定管理者の管理運営実

績の評価を踏まえ、 他の運営手法も含めて、 施設の管理運営手法と して指定管理者制度が最も

相応し いか検証すること とし ます。  

（２）基本的事項 

 ① 指定期間 

適切な競争によるサービスの質の向上と 安定的なサービスの実現を図るため、 標準的な指定

期間は、「 ５ 年」 とし 、特に、利用者のニーズ等により 長期的に安定した運営が強く 求められる

施設に係る指定期間は「 １ ０ 年」 を限度にその範囲内で指定期間を設定できることと します。

ただし 、 同一の建物・ 敷地内に設置され、 指定期間を１ ０ 年とすること が妥当と される新規施

設においては、 指定管理者制度導入に当たり 、 指定期間の終期を同一にすること に合理的理由

がある場合であって、 かつ、 開設時期の違いが１ 年未満である場合に限り 、 １ ０ 年を超えて設

定できることと し ます。 なお、 Ｐ Ｆ Ｉ （ 公共施設等の建設、 維持管理、 運営等を民間の資金、

経営能力および技術的能力を活用し て行う 手法） 事業者に管理を行わせる場合は、 当該Ｐ Ｆ Ｉ

事業者との契約に基づく 事業期間と します。  

 ② 使用許可権限 

   施設の特性や利用実態等を踏まえ、 管理業務の効率化・ 迅速化の促進や管理に係るコスト の

縮減効果があると 考えられる場合に、 使用許可権限の付与を検討し ます。  

付与する場合は、 個別の施設設置条例に規定するものと します。  

 ③ 利用料金制 

施設の特性や利用実態等を踏まえ、 指定管理者による経営努力や会計事務の効率化が図られ

る場合に、 利用料金制の採用を検討します。  

採用する場合は、 個別の施設設置条例に規定するものと します。  

 ④ 公募・非公募 

   指定管理者の募集は、 原則と して公募で行う ものとし ます。  

 公募に当たっては、 事業者の積極的な提案を引き出し 、 より 質の高いサービスが提供できる

よう 、 公募要項で具体的内容を提示するものと します。 また、 公募する際は、 区のホームペー

ジ等により 広く 周知し 、 現地説明会を行う など、 事業者が施設の状況を十分に把握できるよう
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努めます。  

なお、 次の場合には、 公募によらず、 特定の事業者を指定すること ができるものと し ます。  

ア 施設の性格や設置目的等から、 特定の事業者に管理を行わせる明確な理由がある場合 

イ Ｐ Ｆ Ｉ 事業者に管理を行わせる場合 

ウ その他、 区長が特別の事情があると 認める場合 

 ⑤ 施設のグループ化 

   指定管理者の募集は、 原則と して個々の施設ごと に行う ものとし ます。  

ただし 、 次の場合においては、 複数の施設をグループ化して一括で募集を行い、 同一の事業

者を指定管理者候補者と して選定すること ができるものとし ます。  

ア 個々の施設ごとに指定を行う ことで、効率性が損なわれる場合や、採算上の理由から応募

者が見込まれない場合など、同一の事業者が一括あるいは一定の規模にグループ化し て管理

を行う こと が適当と認められる場合 

イ 同一の建物・ 敷地内に複数の施設が設置さ れている場合で、相互の施設の連携により 一体

的な運営を行う ことが適当と 認められる場合 

（３）指定管理者制度上の兼業の禁止 

指定管理者制度は、 公の施設の管理・ 運営を指定管理者に包括的に委任する制度であり 、 区

に対する請負にあたらないため、 長や議員の関連する団体の請負を禁止し た地方自治法の兼業

禁止規定は適用さ れません。 し かし 、 区では指定管理者を公正に選定する観点から、 長や議員

の兼業を禁止し ている地方自治法第９ ２ 条の２ 及び第１ ４ ２ 条の規定を準用すること とし 、 指

定管理者制度導入に当たって施設設置条例を改正する際に、 指定すること ができない法人等を

規定するものと し ます。  

（４）規定整備 

   新たに指定管理者制度を導入する場合は、 地方自治法及び本指針に基づき、 指定管理者が施

設の管理・ 運営を行う ことができるよう に施設設置条例に規定するものと します。  

 

２ 指定管理者候補者の選考・選定 

（１）選考委員会 

指定管理者候補者を選考するため、 所管部門において選考委員会を設置するものと し ます。 委

員の構成については、 選考に様々な知見を取り 入れると ともに、 公平性及び透明性を確保する観

点から、 学識経験者等の専門性を有する外部委員を３ 名以上加えること と します。 委員の選定に

当たっては、 区の審議会等への女性の参画を促進するため、 委員の男女構成比に配慮します。  

（２）選考基準 

所管部門における選考委員会においては、 サービスの向上、 事業計画の妥当性、 運営経費の内

容、 事業者の安定性、 運営実績、 施設管理の安全性への配慮など、 施設の特性に応じ て選考の基

準を設定するものとし ます。  

また、 サービス提供の担い手である指定管理者のモチベーショ ンの向上を図るため、 次期公募
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選考において現行の指定管理者が公募に参加し た場合、 これまでの管理運営実績を加減点評価と

し て選考評価に反映すること ができること とし ます。 ただし 、 反映に際し ては、 新規事業者の参

入意欲の低減につながらないよう 、 加減点評価割合等に留意すると ともに、 外部委員を含めた選

考委員会において、 選考評価の反映について審議することと します。  

（３）選定委員会 

   厳正かつ公平に優良な指定管理者候補者を選定するため、港区指定管理者選定委員会を設置し 、

所管部門による選考委員会が選考し た指定管理者候補者について、 全庁的な視点から審議し た上

で、 指定管理者候補者を選定するものと し ます。     

   

３ 指定管理者の決定 

（１）指定の議決 

  指定管理者候補者の選定後、 指定管理者を指定する場合は、 あらかじ め、 議会の議決を経るこ

と が必要です。  

  議会において議決すべき事項は、指定管理者に管理・ 運営を行わせよう と する公の施設の名称、

指定管理者となる事業者の名称、 指定期間等です。    

（２）協定の締結 

  指定管理者制度は、 公の施設の管理・ 運営の代行のため、 契約書に代わり 指定管理者と の協定

の締結により 、 施設の管理・ 運営に関する内容を取り 決めるものと します。  

協定書は、 指定期間を通し た包括的な施設の管理・ 運営に関する基本的事項を規定する「 基本

協定書」 と、 年度ごとの管理・ 運営業務や指定管理料に関する事項を規定する｢年度協定書｣の２

種類を作成します。  

（３）業務の引継ぎ  

  公の施設の管理・ 運営を指定管理者制度に移行する場合、 区民サービスに支障をきたさないよ

う 、 指定管理者には指定期間当初から十分な管理運営能力の発揮が求められること から、 事前に

区と 事業者との間で十分な期間を確保し て業務の引継ぎを行います。  

  また、 指定期間終了後に新たな指定管理者へ業務を引き継ぐ場合は、 新たな指定管理者が円滑

かつ支障なく 業務を遂行できるよう 、 区は、 従来の指定管理者に対し、 協定書等で定めた引継ぎ

に関する規定の遵守を指導し ます。  

 

Ⅳ 指定管理者制度導入後の施設運営 

 

１ 区の責務 

  指定管理者制度では、 指定管理者に施設の管理運営を包括的に委ねますが、 公の施設の適切な

管理と 良質なサービスの安定的かつ継続的な提供、安全・ 安心の確保や緊急時の対応などを含め、

最終的な責任は施設設置者である区にあり ます。  

 このため、 所管部門においては、 施設の管理・ 運営を指定管理者に任せきり にすること なく 、
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日頃からのモニタ リ ングの他、 積極的に施設に足を運び、 指定管理者と コミ ュニケーショ ンを図

り ながら施設の利用者の声や施設の運営状況を的確に把握すること で、 職員の施設運営に関する

ノ ウハウを蓄積し 、 継承していきます。  

また、 指定管理者を共通の目標の達成を目指す「 パート ナー」 と し て捉え、 指定管理者と パー

ト ナーシッ プを構築し て、 施設の運営目標、 現状、 課題等の共有を深め、 連携・ 協働しながら、

施設の安定的な運営及び区民サービスの充実を着実に推進し ていく ものと します。  

 

２ 指定管理者の責務 

（１）法令遵守 

指定管理者は、 施設利用者や施設職員等の安全・ 安心を確保するため、 施設の設置目的に関連

する法令の他、 労働関係、 個人情報保護や情報公開と いった法令遵守を徹底し ます。  

（２）区との連携 

  指定管理者は「 パート ナー」 である区と、 施設の運営目標、 現状、 課題等について積極的に共

有し、 連携・ 協働しながら、 施設の安定的な運営、 施設利用者や施設職員等の安全・ 安心の確保

及び区民サービスの充実を着実に推進するものとし ます。  

また、 施設の設置目的に沿った区民サービスの向上を図り ながら、 区が定める方針やガイド ラ

イン等を十分に認識のう え、 区内中小企業の優先活用や高齢者の雇用確保、 環境配慮等の政策目

的に協力するものとし ます。  

施設職員が行政運営の担い手の一員とし て自覚できるよう 、 公の施設運営における接遇や、 情

報セキュリ ティ 等に関する研修を実施するなど、 人材育成にも取り 組むものと します。  

 

３ 施設の安全管理 

（１）施設の安全点検 

区は、港区有施設の安全管理に関する要綱等に基づき、指定管理者が自ら管理・ 運営する施設、

設備等の保守や安全点検の状況を定期的に把握し、 必要に応じて改善措置を講じるよう 指定管理

者を指導すると と もに、 施設設置者とし ての責任において事故等の発生予防を徹底し ます。  

（２）緊急時の対応 

  施設における事故等の緊急事態の発生に備え、 区と 指定管理者の責務を明確化すると と もに、

各々の責務が適切に果たされるよう 、 あらかじ め危機管理体制を構築するものとし ます。  

施設で事件・ 事故等が発生し た場合、 指定管理者は、 事件・ 事故等危機情報に関する情報連絡

マニュアルに基づき、 警察等の関係機関に通報のう え状況に応じ て施設利用者等の避難、 誘導等

を行う とと もに、 区へ速やかに情報を連絡するものと し ます。  

区は、 関係機関と の協議等に基づき対処方針を決定し 、 指定管理者との緊密な連携のもと で、

施設の保全・ 復旧作業、 原因究明等を行います。  

 



- 7 - 

４ 適切かつ確実なサービスの確保 

（１）モニタリングの考え方 

  モニタ リ ングとは、 指定管理者による公の施設の管理・ 運営に関し 、 協定書に従い適正かつ確

実なサービスが安定的に提供されているかどう かを確認すること です。  

施設設置者である区は、 指定管理者制度を導入した場合においても、 施設の安全・ 安心の確保

はもと より 、 その機能・ 役割が十分に発揮され、 区民の福祉の増進が図られるよう 、 その責任を

果たし ていかなく てはなり ません。  

モニタ リ ングにより 、 日常的に施設に足を運び運営状況等を的確に把握することで、 区と 指定

管理者が連携し て施設の安定的な運営やサービスの向上に取り 組むこと が重要です。  

（２）毎月の業務実績等の把握 

区は、 協定書に基づき提出さ れる毎月の業務実績等の報告書をもと に、 施設の運営状況等を把

握します。 また、 チェ ッ クシート 等の活用により 、 職員は可能な限り 施設に出向き、 指定管理者

と コミ ュニケーショ ンを図り ながら施設の運営状況等を確認するなど、 指定管理者に対する月次

モニタ リ ングを実施し ます。  

（３）年度終了時の業務実績等の把握と評価の実施 

区と 指定管理者は予め共通の施設目標を設定し た上で、 区は、 協定書に基づき提出さ れる当該

年度の業務実績等の報告書や月次のモニタ リ ング結果等を踏まえ、 指定管理者が行った１ 年間の

業務が、 協定書等に定められた要求水準を満たしているか否かを確認し 、 指定管理者の管理運営

実績を数値等で客観的に毎年度評価を行います。 そし て、 月次モニタリ ングを含め、 その結果を

次年度の管理運営に反映させます。  

（４）利用者の意見の聴取等 

区は、 協定書において、 指定管理者に対し 、 アンケート 調査の実施や意見箱の設置などによる

利用者の意見、 要望、 苦情等を聴取し、 その内容や対応について区へ報告すること を義務付ける

ものと します。  

区と 指定管理者は、 積極的に情報交換や業務の調整を図る場を設け、 施設利用上の問題等を共

有し、 連携して問題の解決に努めるものと します。  

（５）第三者評価の実施 

区によるモニタ リ ング等の取組を専門的かつ客観的な視点で評価するため、 区は指定期間内に

必ず第三者評価機関等による評価を実施することと し 、その結果を業務運営の改善に活用し ます。 

（６）報告、調査及び指示 

  区は、 日常の業務確認と 上記( 2)から( 5)の報告等により 、 指定管理者が行う 業務の改善が必要

と 判断した場合は、 指定管理者に対し指導するものと し ます。  

なお、 指定管理者が当該指導に従わない場合や業務の改善が図られない場合は、 地方自治法第

２ ４ ４ 条の２ 第１ ０ 項の規定に基づき、 再度報告を求め、 実地について調査し 、 又は必要な指示

を行う ものとし ます。  
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５ 適正な労働環境の確保 

（１）労働環境モニタリングの実施 

  利用者の安全・ 安心の確保をはじめ、 区民（ 利用者） サービス維持・ 向上の観点から、 施設職

員の労働環境について確認し 、 必要に応じ て指定管理者に指導・ 助言すること により 、 より 良い

区民サービスを提供できる労働環境を整備するために実施し ます。  

  また、 区と 指定管理者は、 他施設における労働環境モニタリ ングの結果を共有する等、 施設職

員の労働環境の確保に絶えず努めていきます。  

（２）最低賃金水準 

  指定管理者制度導入施設で働く 労働者等の人件費について、「 港区が発注する契約に係る業務

に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱」 で定める額と 同額を最低賃金水準額と

し て適用し ます。  

 

６ 指定の取り消し等 

区は、指定管理者が指示に従わない場合や業務内容に改善が見られない場合は、指定の取消し、

又は期間を定めて管理・ 運営業務の全部若しく は一部の停止を行う ものと します。  

指定の取消し等は、 区民サービスに重大な影響を及ぼす恐れがあるため、 港区指定管理者選定

委員会において慎重に審議し た上で決定し ます。  

指定の取消し等の結果、 指定管理者による施設の管理・ 運営ができなく なった場合は、 一時的

に直営方式（ 業務委託を含む。） により 管理・ 運営を行い、早急に新たな指定管理者の指定の手続

きに着手し ます。  

 

Ⅴ 制度運用における透明性の確保 

１ 指定管理者に関する情報の公表 

（１）選考過程における情報の公表 

情報の公表は、 区民への説明責任を果たし 、 透明性の高い区政運営を目指すう えで重要です。  

指定管理者候補者の選考過程における、 公募要項、 指定管理者候補者選考委員会報告書、 選考

委員会会議録・ 選定委員会会議録等の情報を公表し ます。  

（２）管理・運営に関する情報の公表 

指定管理者制度を導入し た施設の管理・ 運営に関する協定書、 第三者評価の受審結果等の最新

の情報を公表し ます。  

 

２ 公表の方法 

情報の公表は、区のホームページ等により 、公募、選定、指定等における適切な時期に行います。  

 なお、港区情報公開条例第５ 条に基づき、公開しないことができる個人情報や事業者が不利益となる

情報等については、 非公表とすることができるものとします。  

 

 



- 9 - 

（ 適用年月日） 平成２ ２ 年１ ２ 月１ 日 

       平成２ ７ 年４ 月１ 日一部改正 

       平成３ ０ 年６ 月２ ０ 日一部改正 

       平成３ １ 年１ 月３ ０ 日一部改正 

       令和４ 年４ 月１ 日一部改正 




